
越 谷 市  
 

 

令和３年（2021年）５月２６日 

 

新方地区乗合タクシーの実証運行を開始します 

 

越谷市では、新たな公共交通の導入に向け、新方地区内の新方川より東側にお住ま

いの方を対象に、令和３年６月１日（火）から乗合タクシーの実証運行を開始します。 

事業概要等、詳しくは下記のとおりです。 

 

＜事業概要＞ 

１ 事業期間 令和３年６月１日から令和３年１１月３０日まで（６ヶ月間） 

２ 事業内容 運行形態：利用者の「自宅」と「指定の乗降施設」間の往来 

運行車両：タクシー車両１台 

運行時間：平日の午前９時００分から午後６時００分まで 

１日当り最大１６便（３０分ごとに１便） 

            １便当り乗車定員４人以下 

       運  賃：１人１乗車 地区内３００円、地区外５００円 

            未就学児は無料 

利用方法：事前に利用者登録が必要（無料） 

       予約方法：利用日の１週間前から前日までに電話で予約 

※当日も空き状況に応じて予約可 

平日の午前９時００分から午後４時００分まで 

３ 別添資料 新方地区乗合タクシー運行区域図、乗降施設一覧、運行車両イメージ 

 

【問い合わせ】都市計画課長 田中 祐行 

電話０４８－９６３－９２２１ 

《 乗合タクシーの運行イメージ 》 

１ Ａさんは、買い物に行きたいので、事前に予約 

２ Ｂさんは、病院にいきたいので、事前に予約 

３ Ａさんを迎えに行く 

４ Ｂさんを迎えに行く 

５ Ａさんを、スーパーに送る 

６ Ｂさんを、病院に送る 


